
介護老人保健施設なみおか重要事項説明書 
（令和 ８ 年 ６ 月 １ 日変更） 

 

１  介護老人保健施設の概要 
 
（１）当施設の概要  

施設名 介護老人保健施設なみおか 事業所番号 指定事業所番号  ０２５０１８０１５５ 

所在地 青森県青森市浪岡大字杉沢字山元４５４番地２３８ 開設年月日 平成２８年１１月  １日 

電話番号 ０１７２－６９－１１２０ ＦＡＸ番号 ０１７２－６２－１２１０  

 
（２）当施設の職員体制  

職 名 資 格 常 勤 非常勤 合 計 業 務 内 容 

管 理 者 
（医師） 

医師 
１名 ０名 １名 

介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う 

医  師 医師 ０名 ０名 ０名 入所者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う 

薬 剤 師 薬剤師 ０名 ０名 ０名 
医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか入所者に対し
服薬指導を行う 

看護職員 看護師 ６名 ０名 ６名 医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、入所者の施
設サービス計画に基づく看護を行う 准看護師 ４名 ０名 ４名 

介護職員 介護福祉士 ２５名 ２名 ２７名 
入所者の施設サービス計画に基づく介護を行う 

そ の 他 ２名 ２名 ４名 

支  援 
相 談 員 

社会福祉主
事・他 

 
３名 ０名 ３名 

入所者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計
画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う 

リハビリ
従 事 者 

理学療法士 ０名 ０名 ０名 
医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハ
ビリテーションの実施に際し指導を行う 作業療法士 ４名 ０名 ４名 

言語聴覚士 ２名 ０名 ２名 

栄 養 士 管理栄養士 １名 ０名 １名 
入所者の栄養管理、栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理を行う 

栄  養  士 １名 ０名 １名 

介護支援
専 門 員 

介護支援 
専門員 ２名 ０名 ２名 

入所者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更
新の申請手続きを行う 

調 理 員  ※必要数 食品衛生に留意し、調理業務に従事する 

事務職員  ※必要数 庶務及び会計並びに営繕業務に従事する 

 
（３）当施設の設備の概要  

定  員 １００人 （表示単位 ㎡ ） 

療養室 
 
従来型個室  便 所 

(各居
室) 

  ３２室／１２．２４×２８室、１３．７４×２室、１４．７４／２室 (５２箇所) 
 多床室  二人部屋×６室／１８．２４×４室、２７．４８×２室 四人部屋(３９．４８)×１４室 １３９．６８ 

食堂 (２箇所)２１８．７４ レクリエーションルーム ９０．０ 洗面所 (２箇所)２６．６  

サービスステーション (４箇所)８９．９１ 家族介護者教室 ３３．６  

共用区画   
診察室 ３５．４ 薬局 ７．８ 洗濯室 １３．５ 機能訓練室 １６９．９８ 

浴
室 

一般浴槽室 ２９．５ 

 
衛生材料室 ６．６ 調理室 ６２．３ 汚物処理室 (３箇所)１４．３６  中間浴槽室 ５８．５ 

談話室 (６箇所)１７８．１３ ボランティアルーム ７．３  特殊浴槽室 ２５．０ 

 
２  当施設の特徴等 
 
（１）施設の目的  
  当施設は、要介護状態と認定された入所者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、入所者がその有する能力に応じ可

能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、入所者の居宅における生活への復帰を目指した介

護保健施設サービスを提供することを目的とする。 

 
（２）運営の方針  
  当施設では、入所者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、

医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を

行い、居宅における生活への復帰を目指す。 



① 当施設では、入所者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として入

所者に対し身体拘束を行なわない。 

② 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス

提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、入所者が地域において統合的サービス提供を受けることができる

よう努める。 

③ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、入所者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサー

ビス提供に努める。 

④ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解し

やすいように指導又は説明を行うとともに入所者の同意を得て実施するよう努める。 

⑤ 入所者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た入所者の個

人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情

報提供については、必要に応じて入所者またはその代理人の了解を得ることとする。 

⑥ 事業者自らその提供する介護老人保健施設サービスの評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

⑦ 事業者自らその提供する介護老人保健施設サービスの評価を行い、常にその改善を図るものとする施設は、入所

者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じるものとする。 

⑧ 施設は、サービスを提供するに当たっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報そ

の他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 

 
（３）サービスの利用のために  
 従業員への研修の実施 ・・・従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条第２項に
規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研
修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質の向上のために、次のとおり研修の機会
を設ける。 
① 採用時研修 採用後３ヶ月以内 
② 継続研修  年１回  
 変更の申込み方法 ・・・支援相談員又は介護支援専門員にご相談下さい。  
 身体的拘束 ・・・車イスやベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやＹ字型抑制
帯をつる、介護衣（つなぎ）を着せる、車イステーブルをつける、ベッド柵を４本つける、居室の外から鍵を掛ける、
向精神薬を過度に使用する等の方法による身体拘束を行いません。 

  また、当施設は、身体拘束適正化検討委員会を設置し、指針を作成の上、当該指針に準じ、適切な対応及び従業員
への研修を行います。 
注）入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合であって、文書により入所
者・ご家族等に説明の上、同意を得た場合に限り、身体拘束を行います｡  

 褥瘡対策 ・・・褥瘡対策チームにより、マニュアルを整備の上、職員教育を行い、褥瘡の発生の予防のための措置を
 講じます。  
 食中毒、感染症対策 ・・・施設において、感染症又は食中毒が発生し又はまん延しないよう、次に掲げる措置を講じ
ます。 
① 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止対策を検討する感染対策委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図
る。 

② 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 
③ 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための従業者研修及び訓練を定期的に実施する。 
④ 前３号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に

沿った対応を行う。  
 事故発生の防止及び事故発生時の対応 ・・・事故発生の防止及び事故発生時において、以下の措置を講じます。 
① 事故防止対策委員会により、防止指針（マニュアル）を整備の上、職員教育を行い、事故発生の防止のための措置

を行います。 
② サービスの提供中に事故が発生した場合は、お客様に対し、応急処置、医療機関への搬送等を行い、速やかにお客

様がお住まいの市町村、ご家族等に  連絡を行います。 
③ 事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策

を講じます。 
④ 事故発生の防止のための措置を適切に実施するために担当者を設置します。 
⑤ 当事業所の介護サービスにより、お客様に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償（東京海上

日動火災保険株式会社と契約しております。）いたします。  
虐待防止 ・・・当施設では、入所者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。 
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果の従事者への周知徹底 



② 虐待の防止のための指針の整備 
③ 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 
④ 入所者及びその家族からの苦情処理体制の整備 
⑤ その他虐待防止のために必要な措置 
⑥ 虐待防止のための措置を適切に実施するために担当者の設置 

当施設では、サービス提供中に、当施設職員又は養護者（入所者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を
受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報いたします。  

 記録 ・・・入所者のサービス提供に関する記録を作成し、その記録を２年間（診療録は５年間保管）し、入所者又は
その代理人の申出により閲覧に応じます。  

 個人情報保護及び秘密保持 ・・・施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、
正当な理由が無く、その業務上知り得た入所者又はその家族の個人情報又は秘密を漏らすことがないよう指導教育を
適時行う。  

 ハラスメントの防止 ・・・当施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動
又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害さ
れることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。  

 業務継続計画の策定等 ・・・当施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続
的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策
定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。また、当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知
するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するとともに、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応
じて業務継続計画の変更を行います。 

 
（４）サービスの利用に当たっての留意事項  
① 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。施設サービス計画に

基づき入所者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定
できる権限を委任いただくこととする。 

② 面会時間は、午前  ８時３０分から午後  ７時００分までの間とする。 
(ア) 面会時間以外に面会をご希望の方は、職員玄関の方からお入りの上、宿直者の許可を得て、面会して下さい。 
(イ) 来訪者が宿泊する場合は、必ず許可を得てください 

③ 消灯時間は、午後１０時とする。 
④ 外出又は外泊を希望する際は、事前に「外出・外泊届」を提出の上、外出又は外泊をしていただきます。 

ただし、施設への来所が困難な方については、電話による対応も行っております。 
⑤ 飲酒は、医師の許可があった場合についてのみ、飲酒可能です。 
⑥ 喫煙は、当施設の敷地内ではできません。 
⑦ 火気の取扱い並びに煙草、ライター等の持込は、一切、禁止させていただきます。 
⑧ 設備・備品の利用は、入所者が使用できる場所に設置されてある器具等については、最寄りの職員へご相談の上、

使用してください。 
⑨ 日用品以外については、ご相談の上、決定します。 
⑩ 金銭、貴重品の管理は、自己責任で管理していただきます。金銭に関しては、特段の事情がある場合に限り、事務

室・金庫にて保管のみ対応いたします。 
⑪ 外泊時等の施設外での受診は、できません。緊急で必要性がある場合は、当施設の医師にご相談の上、受診してく

ださい。 
⑫ 宗教活動は、一切、お断りさせていただきます。 
⑬ ペットの持ち込みは、一切、お断りさせていただきます。    
⑭ 入所者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。   
⑮ 他入所者への迷惑行為は禁止する。 

 
（５）協力医療機関等  
 当施設は、以下の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、入所者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお
願いするようにしています。  

協 力 医 療 機 関 ときわ会病院 南津軽郡藤崎町大字榊字亀田２番地１ 

協力歯科医療機関 赤川斎藤歯科医院 青森市浪岡大字浪岡字平野２６番地４ 

 
３  サービスの内容 
 
① 施設サービス計画については、当施設の介護支援専門員が、作成します。 
② 食事は、原則として食堂でおとりいただきます。 

・朝食  ７：３０～  ８：３０  ・昼食 １１：３０～１２：３０  ・夕食  １７：００～１８：００ 
③ 個々の適した入浴方法で、週に最低２回入浴していただきます。ただし、状態に応じ、清拭となる場合もあります。 



④ 施設サービス計画に基づき、医師の診察、医師の指示のもと、看護します。 
⑤ 施設サービス計画に基づき、介護します。（退所時の支援も行います。） 
⑥ リハビリテーション実施計画に基づき、機能回復の促進及び機能低下の予防を行います。 
⑦ 支援相談員に、日常生活に関することなどについて相談できます。 
⑧ 栄養士による栄養管理、栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理を行います。 
⑨ 入所者が選定する特別な食事の提供を受けることができます。（但し､別途､料金が発生いたします。） 
⑩ 理美容サービスを受けることができます。（ただし、業者間との取引となりますので、領収証は、業者発行のもの

となります。） 
⑪ インフルエンザ等の予防接種を受けることができます。（別途、料金が発生） 
⑫ 入所者の休養・娯楽のため、行事、ゲーム、クラブ活動を行います。 
⑬ 介護保険証の更新手続を代行いたします。その他の手続については、別途、料金が発生する場合がありますので、

ご相談ください。 

 
４  利用料金 
 
（１）利用料 
 
 ① 介護保健施設サービス費（Ⅰ） 

注）１日当りの利用料金、（ ）内介護保険適用時の１割負担額 

要介護度 （ⅰ） 個室に入所された方が、対象 （ⅲ） ２人以上の居室に入所された方が、対象 

要介護度 １  ７，１７０円（  ７１７円）  ７，９３０円（  ７９３円） 

要介護度 ２  ７，６３０円（  ７６３円）  ８，４３０円（  ８４３円） 

要介護度 ３  ８，２８０円（  ８２８円）  ９，０８０円（  ９０８円） 

要介護度 ４  ８，８３０円（  ８８３円）  ９，６１０円（  ９６１円） 

要介護度 ５  ９，３２０円（  ９３２円）  １０，１２０円（１，０１２円）  
 
 ② 付加サービスの利用料 

 注）・加算名、【 】内加算内の詳細区分、「 」内１日･１月･１回当りの利用料金、（ ）内介護保険適用時の１

割負担額、以下に解釈の記載となっています。 

・夜勤職員配置加算                               「１日 ２４０円」（２４円） 
 夜勤時間帯（午後５時から午前９時まで）において、看護職員・介護職員を配置基準より１名以上多く配置させた場合に加算されます。 

・短期集中リハビリテーション実施加算              【(Ⅰ)】「１日 ２，５８０円」（２５８円） 
【(Ⅱ)】「１日 ２，０００円」（２００円） 

（Ⅰ）の算定にあっては、以下の（Ⅱ）の要件を満たし、かつ、入所時及び入所後月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行い、当該評価結果等を厚
生労働省に提出し、必要に応じリハビリテーション実施計画を見直している場合に加算されます。 

 （Ⅱ）の算定にあっては、医師又はリハビリ従事者が、３ヶ月を限度として、１週間に３日以上、個別に２０分以上のリハビリテーションを
行った場合に加算されます。 

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算           【(Ⅰ)】「１日 ２，４００円」（２４０円） 
【(Ⅱ)】「１日 １，２００円」（１２０円） 

（Ⅰ）の算定にあっては、以下の（Ⅱ）の要件を満たし、かつ、入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により
把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション実施計画を作成した場合に加算されます。 

 （Ⅱ）の算定にあっては、 認知症の入所者であって、在宅復帰を目的とし、生活機能の改善が見込まれると医師が判断した者に対し、医師
又はリハビリ従事者が、３ヶ月を限度として、１週間に３日、個別に２０分以上のリハビリテーションを行った場合に加算されます。 

・若年性認知症入所者受入加算                      「１日 １，２００円」（１２０円） 
 若年性認知症入所者ごとに担当者を定め、その者を中心に、当該入所者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合、加算されます。 

・外泊時費用                              「１日 ３，６２０円」（３６２円） 
 外泊された場合、外泊初日と最終日を除いた日について、介護保健施設サービス費に代えて、１月に６日を限度して算定されます。（外泊時
在宅サービス利用費用を算定する場合は、算定不可。） 

・外泊時在宅サービス利用費用                      「１日 ８，０００円」（８００円） 
 退所が見込まれる入所者で、入所者の居宅において外泊し当施設職員が訪問介護等を行った場合、外泊初日と最終日を除いた日について、介
護保健施設サービス費に代えて、１月に６日を限度して算定されます。 

・ターミナルケア加算       【死亡日以前 ３１～４５日まで】「１日    ７２０円」（   ７２円） 
【死亡日以前  ４～３０日まで】 「１日  １，６００円」（  １６０円） 
【死亡日前日及び前々日  】  「１日  ９，１００円」（  ９１０円） 
【死亡日】           「１日 １９，０００円」（１，９００円） 

 医師が、医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した入所者に対し、医師・看護職員・介護職員等が共同し、ターミナルケア計画を
作成し、入所者又はその家族の同意を得て、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援した場合、死亡した月に加算されます。 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算                  【(Ⅰ)】 「１日 ３４０円」（３４円） 
 介護保健施設サービス費（Ⅰ）の（ⅰ）又は（ⅲ）のいずれかを算定している場合であって、別に厚生労働大臣が定める基準における算定式
において４０点以上であり、地域に貢献する活動を行っている場合、加算されます。 
 ※ 介護保健施設サービス費（Ⅰ）の（ⅱ）又は（ⅳ）のいずれかを算定している場合にあっては、算定されません。 



・初期加算                                  「１日 ３００円」（３０円） 
 初期加算については、過去三月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は、過去一月間）の間に、当該介護老
人保健施設又は短期入所療養介護に入所したことがない場合に限り、入所した日から起算して３０日以内の期間について加算する。 

・退所時栄養情報連携加算                           「１回 ７００円」（７０円） 
 厚生労働大臣が定める特別食を必要する入所者、又は、低栄養状態にあると医師が判断した入所者が退所する際に、当該入所者の栄養管理に
関する情報について、他の介護保険施設や医療機関等に提供した場合、１月に１回を限度として加算されます。 

・再入所時栄養連携加算                          「１回 ２，０００円」（２００円） 
 入院等により退所し、再入所の際に、厚生労働大臣が定める特別食を必要する入所者に対し、施設と当該入院先の管理栄養士が連携し、栄養
ケア計画を策定した場合、加算されます。 

・入所前後訪問指導加算                     【(Ⅰ)】 「１回 ４，５００円」（４５０円） 
【(Ⅱ)】 「１回 ４，８００円」（４８０円） 

 （Ⅰ）の算定にあっては、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者であって、入所予定日前３０日以内又は入所後７日以内に、退所後生
活する居宅等を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療の方針を決定し、入所者及びその家族等に指導を行った場合、加算されます。 

 （Ⅱ）の算定にあっては、上記の事項を満たし、医師多職種が共同して、生活機能の具体的な改善目標及び退所後の生活に係る支援計画につ
いても定めた場合、加算されます。 

＊退所時指導等加算 

・試行的退所時指導加算                         「１回 ４，０００円」（４００円） 
 入所期間が１月を見込まれる入所者であって、試行的に退所させる際に、入所者及びその家族等に対し、退所後の療養上の指導を行った場合、
試行的退所を行った月の３月以内に加算されます。 

・退所時情報提供加算                     【(Ⅰ)】 「１回 ５，０００円」（５００円） 
【(Ⅱ)】 「１回 ２，５００円」（２５０円） 

 入所期間が１月を超える入所者であって、退所時、退所後の主治医に、入所者の同意を得て、診療状況、心身の状況、生活歴等を示す文書を
添えて紹介を行った場合、（Ⅰ）、又は、（Ⅱ）のいずれかが加算されます。 
（Ⅰ）－居宅（他の社会福祉施設等に入所する場合も含む。）に退所した場合。 
（Ⅱ）－医療機関に入院した場合。 

・入退所前連携加算                     【(Ⅰ)】 「１回 ６，０００円」（６００円） 
【(Ⅱ)】 「１回 ４，０００円」（４００円） 

 （Ⅰ）の算定にあっては、以下のすべての要件を満たした場合、（Ⅱ）の算定にあっては、以下の(２)の要件を満たした場合、加算されます。 
１）入所予定日前３０日以内又は入所後３０日以内に、入所者が退所後に利用を希望する指定居宅介護支援事業者と連携し、当該入所者の同意
を得て、退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用方針を定めること。 

２）入所期間が１月を超える入所者であって、退所時、居宅において居宅サービス又は地域密着型サービス（以下「居宅等サービス」という。）
を利用する場合、入所者が希望する指定居宅支援事業者に、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅等サービスに必要な情報
を提供し、指定居宅支援事業者と連携して居宅等サービス利用の調整を行うこと。 

・協力医療機関連携加算                   【(Ⅰ)】 「１月 １０００円」（Ⅰ００円）※① 
                            【(Ⅰ)】 「１月  ５００円」（ ５０円）※② 

【(Ⅱ)】 「１月   ５０円」（  ５円） 
 当該介護保険施設において、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催してい
る場合は、次に掲げる区分に応じて加算されます。 

（Ⅰ）の算定にあっては、当該協力医療機関が、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第30条第1項各号に掲げる要
 件を満たしている場合に、1月につき1回加算されます。 
 ※① 令和７年３月３１日まで適用。  ※② 令和７年４月１日より適用。 

（Ⅱ）の算定にあっては、（Ⅰ）の要件を満たしていない場合に、１月につき１回、加算されます。 

・訪問看護指示加算                           「１回 ３，０００円」（３００円） 
 退所時、医師の診療に基づき、指定訪問看護等（注１）の必要がある場合、入所者が選定する事業者に、入所者の同意を得て、訪問看護指示
書を交付した場合、算定されます。 
注１）指定訪問看護等とは、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は指定看護小規模多機能型居宅介護をいいます。 

・経口移行加算                                「１日 ２８０円」（２８円） 
 医師の指示に基づき、経口移行計画を作成の上、計画に従い、医師の指示により経口摂取の栄養管理又は支援を行った場合、１８０日を限度
（必要性がある場合は、継続可）として、加算されます。 

・経口維持加算                        【(Ⅰ)】 「１月 ４，０００円」（４００円） 
   【(Ⅱ)】 「１月 １，０００円」（１００円） 

 （Ⅰ）の算定にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、経口維持計画を作成の上、計画に従い、医師又は歯科医師の指示により、医師
その他の職種が共同して食事の観察又は会議等を行い、継続して経口による食事摂取を進めるための計画を作成し、指示を受けた管理栄養士等
が栄養管理を行った場合、１月につき、加算されます。（経口移行加算を算定する場合は、算定不可。） 

 （Ⅱ）の算定にあっては、協力歯科医療機関を定め、（Ⅰ）を算定している観察及び会議等に、医師（施設長以外）場合であって、入所者の
経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察又は会議等、当施設勤務医師以外の医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が
加わった場合に１月につき、加算されます。 

・療養食加算                                    「１回 ６０円」（６円） 
 医師の食事せんに基づき、糖尿病食、腎臓病食、心臓疾患等に対する減塩食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、通風
食、高度肥満症食及び特別な場合の検査食を提供した場合、加算されます。 

・かかりつけ医連携薬剤調整加算                【(Ⅰ)イ】 「１回 １，４００円（１４０円） 
【(Ⅰ)ロ】 「１回   ７００円（ ７０円） 
【(Ⅱ)】  「１回 ２，４００円（２４０円） 

   【(Ⅲ)】  「１回 １，０００円（１００円） 
 （Ⅰ）イの算定にあっては、以下のすべての要件を満たした場合、加算されます。 
１）当施設の医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること。 



２）入所後１月以内に、状況に応じて入所者の処方の内容を変更する可能性があることについて入所前の主治医に説明し、主治医が合意してい
ること。 

３）入所前に当該入所者が６種類以上の内服薬が処方されており、施設の医師と入所前の主治医が共同し、入所中に服用薬剤の総合的な評価・
調整を行い、療養上必要な指導を行うこと。 

４）入所中に当該入所者の処方内容に変更があった場合、医師・薬剤師・看護師等の関係職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状態等に
ついて、多職種で確認を行うこと。 

５）入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の状態等について、退所時又は退所後１月以内に入所前の主治医に情報
提供を行い、その内容を診療録に記載していること。 

 （Ⅰ）ロの算定にあっては、以下のすべての要件を満たした場合、加算されます。 
１）上記（Ⅰ）イの算定要件（１）、（４）、（５）のすべての要件を満たしていること。 
２）入所前に当該入所者が６種類以上の内服薬が処方されており、入所中に服用薬剤の総合的な評価・調整を行い、療養上必要な指導を行うこ
と。 

 （Ⅱ）の算定にあっては、以下のすべての要件を満たした場合、加算されます。 
１）かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロのいずれかを算定していること。 
２）入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を
活用していること。 

 （Ⅲ）の算定にあっては、以下のすべての要件を満たした場合、加算されます。 
１）かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）を算定していること。 
２）退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ１種類以上減少していること。 

注）（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロは、いずれかのみの算定。入所中１回を限度として、退所時に加算されます。 

＊緊急時施設療養費 

・緊急時治療管理加算                          「１日 ５，１８０円」（５１８円） 
 入所者の病状が重篤となり、救命救急医療の必要な場合、緊急治療管理として、投薬、検査、注射、処置等を行った場合に、１月に連続する
３日を限度として算定されます。 

・特定治療                    「厚生労働大臣が定める額」（厚生労働大臣が定める額の１割） 
 やむを得ない事情により、老人医科診療報酬点数表第１章及び第２章に定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔、又は放射線治療（別
に厚生労働大臣が定めるものを除く）を行った場合、算定されます。 

・所定疾患施設療養費                        【(Ⅰ)】 「１日 ２，３９０円」（２３９円） 
【(Ⅱ)】 「１日 ４，８００円」（４８０円） 

 （Ⅰ）の算定にあっては、次に定める症状の入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに、１月に１回、連続した７日を限度と
して、加算されます。 
 ・肺炎（検査実施者のみ）  ・尿路感染症（検査実施者のみ）  ・帯状疱疹  ・蜂窩織炎  ・慢性心不全の憎悪 

 （Ⅱ）の算定にあっては、当施設の医師が、感染症対策に関する研修を受講した上で、（Ⅰ）の要件を満たした場合、１月に１回、連続した
１０日を限度として、加算されます。 

・認知症行動、心理症状緊急対応加算                   「１日 ２，０００円」（２００円） 
 在宅での主治医が、認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に、介
護保健施設サービスを提供した場合、入所した日から起算して７日を限度として、加算されます。 

・科学的介護推進体制加算                      【(Ⅰ)】 「１月 ４００円」（４０円） 
【(Ⅱ)】 「１月 ６００円」（６０円） 

 （Ⅰ）の算定にあっては、入所者ごとのＡＤＬ値・栄養状態・口腔機能・認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を
厚生労働省に提出し、かつ、当該情報を活用し施設サービス計画の見直し等を行った場合、１月につき、加算されます。 

 （Ⅱ）の算定にあっては、（Ⅰ）の要件を満たした上で、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を厚生労働省に提出した場合、１月につき、
加算されます。（科学的介護推進体制加算（Ⅰ）を算定している場合、算定不可。） 

・安全対策体制加算                               「１日 ２００円」（２０円） 
 別に厚生労働大臣が定める事故発生の防止及び発生時の対応に対する体制の基準に適合し、当該体制にかかわる担当者が安全対策に係る外部
の研修を受け、施設内に安全管理部門を設置し、組織的に対策を実施する体制が整備された場合、入所日初日に限り、加算されます。 

・生産性向上推進体制加算（Ⅱ）                          「１月 １００円」（１０円） 
 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方針を検討するための委員会を設置し、別に厚生労働大臣が定める
事項の確認、介護機器の活用、当該事項の厚生労働省への報告を実施した場合に、１月につき１回加算されます。 

・サービス提供体制加算                        【(Ⅰ)】 「１日 ２２０円」（２２円） 
 常勤換算で介護職員の内、介護福祉士が、８０％以上配置されているため、（Ⅰ）が加算されます。 

・介護職員等処遇改善加算     【(Ⅰ)ロ】「利用した介護保険サービスの１０００分の９７」（左記の額の１割） 
 事業者が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出を行っ
た上で、入所者に対し、サービスの提供を行った場合、届け出の区分に応じて、加算されます。 
 
 ③ 居住費・食費（１日につき）  

居住費（注１） 
従来型個室 １日 １，７２８円 

第４段階の方は、左の金額になります。 

他の段階の方は、以下の⑤をご覧下さい。 
多 床 室 １日   ４３７円 

食 費（注２）       １日 １，４４５円 

 注１）外泊時の期間についても、利用の対象となります。 
注２）外泊時、外泊初日と最終日は、利用の対象となります。 

 

④ その他の費用 

入所者が選定するテレビ使用料 １日 １５０円  

テレビの使用をご希望される方は、別途、利用料をいただきます。※ 多床室をご利用の方は、イヤホンを必ずご使用ください。 

入所者が選定する特別な食事 実  費  



 栄養士が、作成した献立以外の食事をご希望の方は、（食費相当額を控除した額）食費の他、別途、利用料をいただきます。希望さ
れる場合は、１週間以上前に、当施設の支援相談員又は栄養士までご連絡ください。 

日常生活費 １日  １００円  

 石鹸、シャンプー、リンス、バスタオル、フェイスタオル、使い捨てヒゲソリ等の費用であり、当施設で用意する物を使用する場
合、利用料を入所されている期間いただきます。 
 当施設で、用意した物を使用しない方は、全てご用意していただきます。その際は、バスタオル、フェイスタオルにつきましては、
当施設では、洗濯することができませんので、１回、使用するごとにお持ち帰りいただくこととなります。 

教養娯楽費、行事費 クラブ活動の材料費 実  費 行事の材料費  実  費  

 ご希望の方のみ対象となります。個々で希望した場合のみ、発生いたします。全体行事などでは、利用料は発生いたしません。 

健康管理 インフルエンザワクチン １回 ４，０００円 新型コロナウイルスワクチン １回 １４，０００円 

健康管理 インフルエンザワクチン １回 ３，６００円  

 ご希望の方のみ対象となります。市町村の助成を利用する場合は、各市町村で定める自己負担分となります。 

文 書 料 
(１回当り) 

在所、利用証明書 ５００円 死亡診断書 １５，０００円 検査等を要する診断書 ８,０００円 

その他の診断書 ５，０００円 医師の署名を要する軽易な証明書等 ２，０００円  

文書の作成を依頼された場合、利用料が発生いたします。 

送迎費用 
協力医療機関 １回 １，０００円  

協力医療機関以外 基本料金 １回 ２，０００円 １０㎞（注）超える毎に加算 ８００円 

 特定疾患の認定更新、診断書の作成等のサービス提供上必要を要しない受診については、料金が発生します。 
 注）距離数については、施設から医療機関への往用復の距離数となります。（１㎞単位切捨） 

郵送事務手数料 １月 ２００円  

紙媒体での請求書・領収書を希望する方は、別途、利用料をいただきます。 

※  ティッシュペーパーにおいて、入所者個人が、使用するものについては、自己の管理において、購入並びに持込し
ていただきます。                                                                

    又、理容及び洗濯委託、クリーニングもご利用可能ですが、利用される方と業者間での取引となります。 
 
 ⑤ 利用料の軽減措置について  

 ア．「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は、ご提出ください。  
     入所者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第３段階の入所者には負担

軽減策が設けられています。 
     入所者が「入所者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３段階の認定を受けるには、

入所者ご本人（あるいは代理人の方）が、ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額
認定証」を受ける必要があります。この入所者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはでき
ません。また、「認定証」の提示がないと、いったん「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになります。
（「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります）。 

○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。 
    居住費及び食費について、当該認定証に記載の以下の負担限度額となります。 

負担段階 

居住費（１日につき） 食   費（１日につき） 

従来型個室 多 床 室 
施設入所者 
（注１） 

短期利用者 
（注２） 

第 １ 段 階 ５５０円 ０円 ３００円 ３００円 

第 ２ 段 階 ５５０円 ４３０円 ３９０円 ６００円 

第３段階 
① 

１，３７０円 ４３０円 
６５０円 １，０００円 

② １，３６０円 １，３００円 

注１）介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設の
いずれかの施設に入所している方が対象となります。 

注２）短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護のいずれか
のサービスを利用している方が対象となります。 

○ 以下の要件の全てを満たすと、特例減額措置の対象になる場合がありますので、市町村窓口におたずねください。
（以下の要件は、厚生労働省で通知している例ですので、詳細は市町村にご確認ください。） 

負担段階 主な対象者 
 
預貯金額（夫婦の場合） 

第１段階 
生活保護受給者 要件なし 
世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）全員が市町
村民税非課税である老齢福祉年金受給者 

1,000万円（2,000万円）以下 

第２段階 世帯全員が
市町村民税
非課税   

年金収入額＋合計所得金額が 80万円以下   650万円（1,650万円）以下 

第 ３ 
段 階 

① 年金収入額＋合計所得金額が 80万円超～120万円以下   550万円（1,550万円）以下 

② 年金収入額＋合計所得金額が120万円超   500万円（1,500万円）以下 
 
イ．介護保険給付サービス利用料については、高額介護サービス費により入所者負担上限額で月額にて設定されてい



ます。 
    負担上限額を超えて実際にご負担された額について、市町村より払い戻されます。 

 
生活保護受給者等 

世帯の全員が市町村民税非課税者 

 前年収入８０万円（注）以下の方等 左記以外 

負担上限額 
（世帯） （個人） （世帯） （世帯） 

１５，０００円 １５，０００円 ２４，６００円 ２４，６００円 
 

 本人または世帯の全員が市町村民税課税者 

課税所得額 ３８０万円未満 ３８０万円以上  ６９０万円未満  ６９０万円以上 

年 収 額 ７７０万円未満 ７７０万円以上１，１６０万円未満 １，１６０万円以上 

負担上限額 
（世帯） （世帯） （世帯） 

４４，４００円 ９３，０００円 １４０，１００円 

注）前年収入とは、合計所得金額と公的年金、収入額の合計した額をいいます。 
＊ （世帯）とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した人全員の負担の合計の上限額を指し、
「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。 

 
 ⑥ 介護保険負担割合証について  
 「介護保険負担割合証」をお持ちの方は、必ず、ご提出ください。 
  ①並びに②については、介護保険適用時の１割分の負担金額で記載されておりますが、介護保険負担割合証が「１
割」を除いた割合で発行された場合については、①並びに②の負担金額に介護保険負担割合証に記載されている割合
に応じた割合を乗じた金額での請求となります。 

   なお、ご提出がない場合は、①並びに②の負担金額に１０を乗じた金額での請求となりますのでご了承ください。 
 
 ⑦ 利用料等の減免について  
 当施設は、「生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業」
をとして、「ア」の利用者を対象に、「イ」の料金の減免を行っています。ご利用を希望する方は、お気軽にご相談
ください。 
ア．利用者及び利用者が属する世帯全員の市町村民税が非課税の場合 
（ただし、生活保護法の被保護者は対象から除く。） 

イ．介護老人保健施設サービスに要した費用（施設サービス費、食費、居住費、日用品費、教養娯楽費等の総額）
の１０％。 

 

（２）料金の支払方法  
 毎月、１５日までに前月分の請求をいたしますので、末日までにお支払いください。  
 お支払い方法は、以下の３通りの中から自由に選べます。  
 
① 口座引落 

   口座引落を希望される方は、申込書をご提出ください。毎月２６日（引落日が銀行休業日の場合は、翌営業日）に
ご指定の口座からお引落となります。 

 
② 銀行振込  

    振込にてお支払を希望される方は、請求書に記載されている指定口座にお振込ください。  
 
③ 窓口にて現金支払   

    現金持参の上、事務室にてお支払いただきますと領収書をお渡しいたします。  
      受付時間    午前  ９時００分  ～  午後  ５時００分   
 
   ※  ①、②については、入金確認後、次月の請求書郵送時に領収書を同封して郵送いたします。  

 
５  サービスの利用方法 
 
（１）サービスの利用開始  
  まずは、申込関係書類を提出していだきます。提出確認後、当施設の職員が、ご本人又はそのご家族の所へお伺いし
て、面接の上、入所判定会議において、入所の可否を決定いたします。 
  その後、当施設において、対応できる状況が整いましたら、利用開始となります。 
 

（２）サービスの終了  
① ご契約者のご都合でサービスを終了する場合  

   退所を希望する日の１０日前にお申し出ください。  
 
② 自動終了        

   以下の場合は、自動的にサービスの終了となります。 



   ・入所者が亡くなられた場合   ・入所者が他の介護保険施設に入所した場合 
・介護保険給付でサービスを受けていた入所者の要介護認定区分が、非該当(自立)及び要支援と認定された場合 
  ・入所者が病院又は診療所に入院した場合（ただし、７日以内に再入所した場合を除く） 
 
③ その他 

   ご契約者が、サービス利用料金の支払いを３か月以上遅延し、料金を支払うよう催告後、２０日以内に支払わない
場合、または入所者やそのご家族などが当施設や当施設のサービス従業者に対して、本契約を継続し難いほどの背信
行為を行った場合は、サービス契約終了の２０日前に文書で通知し、退所していただく場合があります。 

 
６  サービスの内容に関する苦情 
 
（１）当施設での対応 
① お客様相談、苦情窓口 

  担当者：支援相談員又は介護支援専門員  受付日：年 中  受付時間：午前 ８ 時３０分～午後 ５ 時３０分 
    電話：０１７２－６９－１１２０  ＦＡＸ：０１７２－６２－１２１０ 
 
② 苦情処理体制 

   苦情受付担当者は、苦情があった際、苦情を受付・記録した後、その旨を苦情解決責任者並びに第三者委員（希望
があった場合に限る）に報告し、苦情内容の調査、対応の決定並びに改善・解決策を決定し、苦情解決責任者（事業
所長）が、その結果を苦情を申し出た方にご報告いたします。 

 
③ その他 

当施設以外に、お住まいの市町村又は青森県国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができま
す｡ 

苦情処理委員会 
（青森県国保連合会内） 

住所：青森市新町二丁目４－１  青森県共同ビル３階 電 話：０１７－７２３－１３０１ 

営業日：平日 9：00～12：00、13：00～16：00 ＦＡＸ：０１７－７２３－１０８８ 

福祉サービス相談センター 
（青森県運営適正化委員会） 

住所：青森市中央三丁目20番30号 県民福祉プラザ内２階 電 話：０１７－７３１－３０３９ 

営業日：平日 9：00～17：00 ＦＡＸ：０１７－７３１－３０９８ 

青 

森 

市

福祉部 介護保険課 
住所：青森市新町一丁目３－７ 青森市役所駅前庁舎１階 電 話：０１７－７３４－５２５７ 

営業日：平日 8：30～18：00 ＦＡＸ：０１７－７３４－５３５５ 

浪岡振興部  健康福祉課 
（旧浪岡町にお住まいの方) 

住所：青森市浪岡大字浪岡字稲村１０１－１ 電 話：０１７２－６２－１１３４ 

営業日：平日 8：30～18：00 ＦＡＸ：０１７２－６２－００２３ 

注）土日祝日、年末年始の来所・電話相談は受付していない場合があります。詳細は、各苦情相談窓口のホームページ
をご確認ください。 

 
７  緊急時の対応方法 
 
  サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、申し出のあった連絡先並びに救急隊等へご連絡いたします。連絡
先に変更があった場合は速やかにご連絡ください。 

 
８  非常災害対策 
 
 当施設は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者又は火気・消
防等についての責任者を定め、年２回以上定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。また、訓練の実施に当た
っては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 
 当施設は、非常災害計画に定める備蓄品を常時保有し、消防法に定める以下の防災設備を設置します。 

防災設備 スプリンクラー、消火器、防火扉、自動火災報知器、自動火災通報装置、誘導灯設備、避難スベリ台、排煙窓 

 
９ 個人情報の利用 
 

苦
情
解
決
の
流
れ 

お客様又はご家族等 

苦情受付窓口又は第三者委員会（受付・記録） 

市  町  村 

苦情処理委員会（青森県国保連） 

市町村で処理困難な場合 

苦情解決責任者（決定事項の報告） 

話し合い（調査・要望の確認） 

報 告 

解決しない場合 

苦
情
申
立 



  当施設とその職員は、業務上知り得た入所者又は扶養者若しくはその家族等に関する個人情報の利用を以下に明記し
ている範囲で、適切に取り扱います。また、正当な理由なく第三者に漏らしません。 
 
【利用期間】 
介護サービス提供に必要な期間および契約期間に準じます。 
 
【利用目的】 
① 介護保険における介護認定の申請および更新、変更のため 
② 利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会

議での情報提供のため 
③ 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、その他社会福祉団体等との連

絡調整のため 
④ 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求める必要のある場合 
⑤ 利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 
⑥ 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 
⑦ その他サービス提供で必要な場合 
⑧ 上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

 
【使用条件】 
① 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外に利用しない。また、利用者とのサービス利用

に関わる契約の締結前からサービス終了後 
② 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。 

 
１０ 賠償責任                                                                                    
 
  入所者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、入所者及び契約書に定める代理人並びに連帯保証
人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとする。 
 

 
                                                                        令和    年    月    日   

                                                                                                 
  介護老人保健施設サービスの提供開始にあたり、入所者に対して本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。 
 

 
所在地 青森市浪岡杉沢字山元４５４番地２３８ 

    
     
事業所 

 
説明者氏名   印    

名  称 介護老人保健施設なみおか 
 

     
     

 
  私は、本書面により、事業所から介護老人保健施設についての重要事項の説明を受け、サービス提供開始並びに個人
情報の利用に同意します。 
 

 
住所  

  
住所  

 
    
入所者 

 
（代理人） 

 
       
氏名  印  氏名  印 

 
   
    


